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難工事の指定について（通知）

標記について、別紙のとおり定め、平成２８年４月１日以降に入札公告を行う建

設工事について適用することとしたので遺漏のないよう措置されたい。

なお、難工事の指定について（防整施第１５６００号。２７．１０．１）は、平

成２８年３月３１日限りで廃止する。
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別紙

難 工 事 の 指 定 に つ い て

１ 定義

難工事とは次のいずれかに該当する建設工事（建設業法（昭和２４年法律

第１００号）第２条第１項に規定する建設工事をいう。以下同じ。）のうち、

契約担当官等（防衛省所管契約事務取扱細則（平成１８年防衛庁訓令第１０

８号）第２条に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。）が特に指定する

必要があると認めるものとする。

⑴ 防衛省職員給与施行細則（昭和３０年防衛庁訓令第５２号）に規定する

特地勤務手当を支給するために指定された部隊等における建設工事のう

ち、資機材等運搬に時間を要し、作業効率が著しく悪い建設工事

⑵ 自衛隊等部隊の運用又はその他の事由により、施工期間又は施工時間等

の制約があり、作業効率が著しく悪い建設工事

⑶ 前２号のいずれかに準じ、入札への参加が敬遠されるおそれのある建設

工事

２ 難工事の指定について

契約担当官等は、防衛省発注機関（契約担当官等が属する防衛省本省の内

部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕

僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛

局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受

ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備

庁をいう。以下同じ。）が発注する建設工事から、前項を踏まえて難工事を

指定するものとする。

３ 指定後における入札公告等への記載について

⑴ 入札公告及び入札説明書

ア 「工事概要」の項に「本工事を難工事に指定する。」と記載するもの

とする。

イ 「その他」の項に「本工事を良好な施工をもって完成した場合には、

じ後の総合評価落札方式において加点評価する。」旨を記載するものと

する。

⑵ 完成検査結果通知書

難工事に指定した工事が完成し検査の結果合格となった場合、判定欄に

「合格（難工事）」及び「監理技術者名又は主任技術者名」を記載するも



のとする。

４ 実績の管理について

⑴ 防衛省発注機関の建設工事の契約事務をつかさどる部署（地方防衛局に

おいては調達部調達計画課企画係、地方防衛支局においては建設計画官、

名護防衛事務所においては建設課長）は、難工事に指定した建設工事の実

績を管理するものとする。

⑵ 地方防衛局、地方防衛支局又は名護防衛事務所の建設工事の契約事務を

つかさどる部署は、難工事に指定した建設工事について、契約事務支援シ

ステム（ＫＪＳＳ）の案件概要欄に、難工事である旨を記載するものとす

る。

５ 履行保証により難工事を完成させた場合の取扱いについて

当初契約した受注者が、何らかの理由で施工の継続が不能となり、履行保

証により工事が引継がれた場合にあっては、主たる工事の全てを施工し完了

させた場合に限り、履行保証により建設工事を引き継いだ者が、難工事を完

成させたと認めるものとする。

６ その他

本通知の運用にあたり、これにより難い場合については、整備計画局建設

制度官と協議するものとする。


